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国民健康保険の被保険者の適用にかかる周知について 

 

国民健康保険制度の円滑な運営については、平素より格別のご尽力をいただ

き、厚く御礼申し上げる。 

さて、国民健康保険の被保険者については、国民健康保険法において、健康

保険法の規定による被保険者等を除き、市町村又は特別区（以下「市区町村」

という。）の区域内に住所を有する者を対象としている。国民健康保険の被保険

者資格の取得、喪失に係る適用事務は、国民健康保険制度の事業運営の基本と

なるものであることから、資格取得の届出時において提出書類等で確認を行う

ほか、日本年金機構から提供されるねんきんネットや年金被保険者情報を活用

等することにより被保険者の資格確認については、万全を期す必要がある。 

しかしながら、事業所に勤務し、本来は健康保険や厚生年金に加入すべきで

ありながら、国民健康保険や国民年金に加入している方がいる可能性があるこ

とが指摘されており、健康保険・厚生年金保険の適用対策の一層の促進が求め

られている。 

後になってその事実が明らかになると、国民健康保険の被保険者資格の喪失、

保険料（税）の還付や給付等の過誤調整の手続きが必要となり、国民健康保険

業務の円滑な処理が阻害されるおそれがある。 

このため、これらの国民健康保険の被保険者資格の適正な管理と国民健康保

険業務の事務負担の軽減を図る観点から、下記の取組についてご配慮いただく

とともに、管内市区町村に周知・協力依頼いただくようお願いする。 

なお、年金局及び日本年金機構とは協議済であることを申し添える。 

 

 



 
 

記 

 

１．リーフレットの窓口設置 

   国民健康保険の被保険者資格の取得届出等のために市区町村の国民健康

保険窓口に来所する方で、事業所に勤務している方に健康保険・厚生年金

保険制度を理解していただくことは、国民健康保険の被保険者資格の適正

な管理を図る観点から重要であることから、厚生労働省及び日本年金機構

でリーフレット（別紙）を作成したので、市区町村の国民健康保険担当課

の窓口において、別途、日本年金機構年金事務所から各市区町村あてに送

付するリーフレットを常時設置すること。 

 

※ リーフレットは、４月以後各市区町村を担当エリアとする年金事務

所から送付する予定としている。送付部数等については年金事務所か

ら各市区町村に相談があるので適宜対応願いたい。 

 

２．年金事務所への相談案内 

市区町村の国民健康保険担当課の窓口に来所した方が、１のリーフレッ

トを基に自ら健康保険・厚生年金保険の加入要件等を確認した上で、加入

要件に該当する可能性がある等の相談があった場合には、直接、年金事務

所へ相談に行くよう案内すること。 

 

３．その他の周知・広報 

市区町村の広報誌等にリーフレットの内容を掲載する等、健康保険・厚

生年金保険の加入要件等について幅広く効率的に周知を図ること。その際、

健康保険が適用されると国民健康保険の被保険者資格を喪失し、その場合

は国民健康保険被保険者資格喪失届の提出が必要である旨も併せて案内す

ること。 

 

４．適正な資格管理に向けての今後の対応 

   上記の取組のほか、国民健康保険の被保険者資格の適正な管理をより一

層推進する観点から、現在、年金局・日本年金機構と、別添のような取組

をモデル的に実施することを検討している。 

詳細は改めてご連絡するが、平成２９年度前半に各都道府県ごとに１市

区町村程度モデル的に以下の取組を行っていただくことをお願いしたい

と考えている。 

 



 
 

① 国保加入手続き・納付相談時の対応 

  国民健康保険の加入手続きや納付相談等のために国民健康保険担当

窓口に来所された方に、状況に応じて就労の有無をお聞きし、就労し

ていることが明らかとなった場合に、リーフレット（別紙）をお渡し

して健康保険・厚生年金保険の適用の考え方をご説明する。 

その上で別途厚生労働省から提供するチェックリストを活用して、

市区町村の実情に応じ就労状況の確認を行い、健康保険・厚生年金保

険の適用の可能性がある場合には、年金事務所への情報提供や相談窓

口の案内を行う。 

② 督促状・催告書等送付時の対応 

国民健康保険加入後に事業所で勤務する場合もあることから、国民

健康保険料（税）を滞納している被保険者（世帯主）に督促状や催告

書及び差押予告書を送付する時等に、リーフレット（別紙）を同封す

る等して健康保険・厚生年金保険の適用の考え方を改めて情報提供し、

就労している場合には年金事務所に申し出ていただくよう働きかける。 

 

なお、このモデル的取組は、平成 29 年 4 月以降、実施自治体を選定し、

9 月末までの一定期間実施することとし、その結果等を踏まえた効果的・

効率的な取組を全国的に実施することも視野に入れているものである。 


